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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として「人命尊重」「法令順守」「健康管理」「安全意識の高揚」を

企業理念として、日々労働者が安全に安心して働くことができる職場づくりを進めま

す。

１．重機災害の撲滅、墜落・転落災害の撲滅・ヒューマンエラーの撲滅のため、日々

作業手順の打合せ、KY・リスクアセスメント、各種点検を確実に実施させる。

２．新規入場労働者と高年齢労働者の雇入れ時における健康診断及び教育を徹底し、

安全全般に渡って配慮する。

３．労働時間（残業時間を含む）を厳守させる。

４．職場内は、常時整理整頓を行い、衛生管理を徹底し清潔な職場にする。

５．職場内では、一人労働、一人行動は行わせない。

以上の５項目を日々励行し、「ゼロ災」を実現する。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、安全対策を確実に実行し、ゼロ災を実現

します。

１．不安全行動を行わない、不安全な状態を作らない様、作業手順を順守します。

２．新規入場労働者及び高年齢労働者とのコミュニケーションを積極的に行います。

３．安全に効率よく作業を行い、労働時間を厳守します。

４．役割分担を明確にして、整理整頓・清掃を行い、清潔な職場に保ちます。

５．合図者・誘導者・監視員の指示に従い行動します。


